仕　　様　　書

１　業務名　　

　　文化情報マガジン「ｔｏ　ｙｏｕ」の企画・編集・印刷・発送業務

２　作成の主旨

　　文化情報マガジン「ｔｏ　ｙｏｕ」は発行開始から４１年の歴史を持ち、単に市内で行われる各種催しや文化情報を網羅するにとどまらず、タイムリーな取材記事や本格的なインタビュー記事を掲載することなどにより、今後も引き続き質の高い紙面づくりを行い、市民に広範な文化情報を提供し文化活動への市民参加を促進する。

　

３　作成の基本方針

　　受注者は、上記の主旨を踏まえ、専属ディレクターを配置し、発注者との連絡を密にしながら、企画、取材、編集、レイアウト、印刷、製本、発送等の全行程に渡って、一貫した作成監理を行い、記事の質の高さと正確さを期するとともに、配布期日を厳守するものとする。

４　業務内容

(1)　企　　画　　掲載記事・行事等を記載した企画書の作成（発注者の情報提供　　　　　　　　を受けて行うとともに、毎月開催する企画会議に出席し、その意見を反映する。）

※　受注者の編集担当者は、編集会議のための打ち合わせにも出席し、編集担当者側で得た情報についても発注者に提供するものとする。
(2)　編　　集　　 現地取材及び電話・メール・WEB会議ツールでの取材、現地写真撮影、資料（チラシ等）からの記事の作成、レイアウト、カット、地図、QRコードなど（詳細は、構成表の「業務分担等」欄を参照）

※　取材、原稿作成は専門業者に再委託可能（事前に発注者の承諾必要）

　(3)　大きさ　　Ａ４　中綴　

　(4)　紙　　質　　両面マットコート紙　四六判７３kg

　(5)　ページ数　　８ページ

　(6)　部　　数　　１５，０００部（１号分）×１２か月＝１８０，０００部　
　(7)　印　　刷　　オフセット印刷　４色刷り計８ページ（広告枠は黒１色も有）
（カラー写真等６０点程度　白黒写真等５点程度）

※　校正は５回以上（色校正を含む）

　(8)　広告資料　　写真等からの版下の作成
※　「記事広告」（８頁（裏表紙）全面（４色刷り））については、掲載号が未定のため、事案が生じた段階で、作成費用については別途発注者と受注者で協議する。

(9) ホームページ用データ作成及び画像データの提出　ホームページ掲載用デー　　　　　タを作成し、受注者が入手した掲載画像データとともに発注者に提出するものとする。
(10) 発　　送　　発注者が指定する発送先に郵送等により送付する。
５　納入期限
　　原則として発行月の前月２４日１４時まで（当該日が土曜日、日曜日及び休日に　当たるときにはその前の平日）とする。なお、特別の理由があると認められる場合は、２６日まで納品を遅らせることができるものとする。

６　納入場所及び方法

　(1)　直接納入分

　　　発注者及び発注者の指定する３か所のアストラムライン沿線のバスターミナル（無人：中筋駅、大町駅、上安駅の備付けのチラシスタンドへ約１００部差し込み）

　　　発注者への納品は、１０部毎に互い違いに重ね、５０部毎にナイロンひもで固定したうえに包装するものとする。

　(2)　発送分

　　　発注者の指定する約７００か所の発送先（指定する場所及び件数は年度途中に

　　おいても変更する場合がある）に、郵送等により送付。

　　　発送は、宛名書き（ラベル可）・袋詰めのうえ受注者が直接行うものとし、この経費は受注者の負担とする。

７　その他

　(1)　作成監理

　　　受注者は次のことを遵守する。

ア　専属ディレクター、営業担当者及び取材担当者（以下「印刷スタッフ」という。）の氏名を発注者に届け出ること。
イ　専属ディレクター及び取材担当者は広島の文化芸術事業に精通し、出版物等に執筆経験がある者とすること。ただし、発注者が過去の制作実績（インタビュー技術など）を評価し、特定の者を指定する場合がある。
　　ウ　緊急の場合に備え、常に印刷スタッフの連絡先を明らかにしておくこと。

　　ヱ　受注者は発注者からの要請に対し、迅速な対応を行うこと。　　

　(2)　全体レイアウト案及び工程表
　　　年度当初に全体レイアウト案を、また、毎月、工程表（令和８年５月号〜令和９年４月号）を、作成・提出すること。

　(3)　表紙イラスト

　　　作家は、発注者が指定するものとし、イラスト作成謝礼は、発注者が負担し、作家に直接振り込むものとする。作者との写真原稿、印刷原稿の受け渡しは受注者が行う。

　(4)　校正

　　　校正の受け渡しは、原則として平日の９時から１７時の間で、本財団事務室内またはメールにて行うものとし、印刷スタッフのいずれかが行うものとする。

　　　なお、校正は印刷スタッフ全員において行うものとする。

　広告の校正紙については、広告主が本紙校正を要求した場合、受注者は本紙校正を発注者に提出するものとする。

　(5)　情報の提供等

　　　企画書の作成時において、受注者及び発注者は相互に文化イベント等に関する情報を提供するものとする。校正時においても同様とする。

　(6)　借用写真等の返却

　　　受注者が取材を行うにあたって借用した写真等については、受注者が責任を持って返却するものとし、その経費も負担する。なお、その際に発生した事故責任は、受注者が全て負うものとする。

　　　また、受注者が行った取材の相手方の連絡先・名前リストを発注者に毎月提出するものとする。

　(7)　著作権法の遵守

　　　記事に使用する写真等については、著作権法を遵守し、受注者が責任を持って対処すること。
　(8)　 報告事項
委託契約約款第１２条第１項に定める委託業務実施報告書の提出期限は、業務が完了した日の翌月１０日とする。ただし、これらの日が３月３１日を越える場合は、３月３１日とする。

　(9)　 検査完了期日（期限）

発注者による業務の検査完了期日（期限）は、翌月１９日（ただし、実施報告書を受領した日の翌日から起算して９日目に当たる日が早く到来する場合は、当該日）とする。ただし、これらの日が３月３１日を越える場合は、３月３１日とする。
　(10)　その他

　　　その他必要な事項については、その都度発注者と協議するものとする。

